
 

 

令和４年７月２８日開催 ｢定例公安委員会｣ 

 

 

 

１１１   包包包括括括的的的案案案件件件   

〈報告事項〉 

（１）令和４年上半期の刑法犯認知・検挙状況（暫定値） 

県警察から、令和４年上半期の刑法犯の認知及び検挙状況について報告があった。 

 

委員から、「素晴らしい成績で、県警察の日頃の取組が数字になって表れているので

はないかと思う。引き続き犯罪抑止と検挙の両面で頑張っていただき、県民の安全・安

心の確保を進めてほしい。」との発言があった。 

 

委員から、「万引き等の窃盗犯がとても増加している点は、コロナ禍の今の社会情勢

を反映しているかと思う。ホームページにデータが詳細に解析されて登載されているが、

実績をもっと県民にアピールしてはいかがか。」との発言があった。 

 

委員から、「効果的な捜査が身を結んだ結果だと感じている。女性や高齢者が被害者

となる犯罪が後を絶たない状況の中、今後も犯罪抑止と併せて活動していただきたい。」

との発言があった。 

 

（２）夏の交通安全県民運動の実施結果 

県警察から、７月１１日から２０日までの１０日間、北陸３県統一で実施された夏の

交通安全県民運動の実施結果について報告があった。 

 

委員から、「交通関係団体と協同での広報啓発活動や効果的な取組、また交通取締の

実施により、交通死亡事故が発生したものの、運動期間中事故は前年とほぼ同程度で抑

えられ良かったと思う。」との発言があった。 

 

委員から、「『運転は、集中力と思いやり！』の合い言葉は、本当にそのとおりだと

思う。コロナ禍での制限が徐々に緩和されて、人出が多くなっていく中、交通事故の発

生も多くなると思うので、注意喚起をお願いしたい。」との発言があった。 

 

委員から、「連日の猛暑の中、県警察本部が中心となって県民運動をしっかりと牽引

していただいたことに感謝申し上げる。県民運動が終了したとは言え、今は夏休み期間

ということもあり、児童や県外からの観光客などの交通事故が起きやすい状況であるの

で、いま一層の取組をお願いしたい。」との発言があった。 



 

２２２   個個個別別別決決決裁裁裁等等等   

（１）福井県電子申請サービスへの対象手続追加 

本年８月１日から県独自に追加となる、福井県電子申請サービスの対象手続について、

報告を受けた。 

（２）警備員検定の合格証明書不交付 

警備員検定の合格証明書交付申請者に対し、欠格事由該当による合格証明書の不交付に

ついて説明を受け、これを決裁した。 

（３）インターネット異性紹介事業の行政処分の処分基準の改定 

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施

行令に規定の事業停止命令対象の罪が改正されたことによる、インターネット異性紹介事

業の行政処分の処分基準の改定について説明を受け、これを決裁した。 

（４）ストーカー規制法に基づく禁止命令等の実施報告 

令和４年上半期におけるストーカー規制法に基づく禁止命令等の実施状況について報

告を受けた。 

（５）地域交通安全活動推進委員の辞職及び新規委嘱の承認 

地域交通安全活動推進委員の辞職及び新規委嘱について説明を受け、これを承認した。 

（６）警察職員の援助要求に対する同意 

高知県公安委員会からの警察職員の援助要求に対する同意について説明を受け、これ

を決裁した。 

（７）公安委員会事務専決規程の一部改正 

福井県公安委員会の事務の専決に関する規程の一部改正について説明を受け、これを

決裁した。 

 

３３３   運運運転転転免免免許許許ののの処処処分分分関関関係係係   

本日（７月２８日）実施した道路交通法違反等に関する意見の聴取等８件の実施結果と

処分内容に関する説明を受け、原案のとおりこれを決定した。 

 


